
 

平成２８年９月市議会定例会提出予定案件 

 

 

（議 案） 
 

１ 茨木市有功者を定めることについて 

 

２ 茨木市議会議員及び茨木市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正に

ついて 

 

３ 茨木市立斎場条例の一部改正について 

 

４ 茨木市営住宅条例の一部改正について 

 

５ 茨木市下水道条例及び茨木市公設浄化槽条例の一部改正について 

 

６ 平成 27年度大阪府茨木市下水道等事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

７ 平成 27年度大阪府茨木市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

８ 市道路線の認定について 

 

９ 市道路線の変更について 

 

10 財産（土地）の処分について（彩都あかね 21番・22番） 

 

11 財産（土地）の処分について（彩都あかね３番） 

 

 

（認 定） 

 

１ 平成 27年度大阪府茨木市一般会計決算認定について 

 

２ 平成 27年度大阪府茨木市財産区特別会計決算認定について 

 

３ 平成 27年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計決算認定について 

 

４ 平成 27年度大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計決算認定について 

 

５ 平成 27年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計決算認定について 

 

６ 平成 27年度大阪府茨木市下水道等事業会計決算認定について 

 

７ 平成 27年度大阪府茨木市水道事業会計決算認定について 
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（報 告） 

 

１ 平成 27年度大阪府茨木市一般会計及び特別会計決算に係る主要な施策の成果並びに健全化 

判断比率及び資金不足比率の報告について 

 

２ 平成 27年度下半期大阪府茨木市財政状況報告について 

 

３ 平成 27年度茨木市教育委員会事務管理執行状況の点検及び評価の報告について 

 

４ 放棄した債権の報告について 
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議案第 58号 茨木市有功者を定めることについて 

○ 茨木市有功者表彰条例第２条第１項第３号の規定に基づく提案 

○ 前茨木市水道事業管理者  小
こ

 西
にし

 盛
もり

 人
と

 

○ 在任期間  平成２４年７月１日～平成２８年６月３０日（４年） 

議案第 59号 
茨木市議会議員及び茨木市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部

改正について 

○ 公職選挙法施行令の改正に伴う所要の改正 
 
・改正内容 

 公費負担の限度額を引上げる 

①選挙運動用自動車の借入れに要する費用   １日当たり 15,300円 → 15,800円 

②選挙運動用自動車の燃料の供給に要する費用 １日当たり  7,350円 →  7,560円 

③選挙運動用ビラの作成に要する費用     １枚当たり 7円 30銭 → 7円 51銭 

④選挙運動用ポスターの作成に要する費用   １人当たり 

(510円 48銭×ﾎﾟｽﾀｰ掲示場数＋301,875円)÷ﾎﾟｽﾀｰ掲示場数×作成枚数 
              ↓ 

   (525円  6銭×ﾎﾟｽﾀｰ掲示場数＋310,500円)÷ﾎﾟｽﾀｰ掲示場数×作成枚数 
 

・施 行 日  公布の日 

議案第 60号 茨木市立斎場条例の一部改正について              10頁参照 

○ 第３告別式場の改修による使用料の変更等に伴う所要の改正 
 

・改正内容 

 ①第３告別式場 180席（104,100円／１葬儀） 

 → 50席（29,800円／１葬儀）・80席（45,600円／１葬儀） 

②第３親族控室 12,600円／１葬儀 → 5,400円／１葬儀 

  ③第１・第２法要室（１葬儀／1,000円） 新設 

   第２控室              廃止 

 

 ・施 行 日  平成２８年１１月１日 
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議案第 61号 茨木市営住宅条例の一部改正について 

○ 入居者の不正行為等により適切に対応すること等に伴う所要の改正 

・主な改正内容 

入居者の不正行為による入居等により明渡しの請求を行ったときの金銭の徴収について、

条例で明確に規定 

事由 期間 請求額 

ア）入居時の不正行為に 

よる明渡し請求 

入居日から 

請求日まで 

近傍同種の住宅家賃（改良住宅は家賃の限度額）と
それまでに支払を受けた家賃の差額に年５分の利
息を付加した額 

請求日の翌日から

明渡し日まで 

近傍同種の住宅家賃（改良住宅は家賃の限度額）の

２倍以下の額 

イ）ア）以外の事由(※)

による明渡し請求 

請求日の翌日から

明渡し日まで 

近傍同種の住宅家賃（改良住宅は家賃の限度額）の

２倍以下の額 

(※)の事由 

・家賃を３月以上滞納したとき 

・市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき 

・失火等により、市営住宅又は共同施設に著しい被害を与えたとき 

・他に住宅を取得する等、生活の本拠を移したとき又は正当な事由によらないで 30日以上 

市営住宅を使用しないとき 

・条例の規定（同居等の承認、入居者の義務等、禁止行為等）に違反したとき 

・暴力団員であることが判明したとき 

 ・施 行 日  平成２８年１０月１日 

議案第 62号 
茨木市下水道条例及び茨木市公設浄化槽条例の一部改正について           

11頁～14頁参照 

○ 下水道使用料及び公設浄化槽使用料の見直しに伴う所要の改正 
 

・改正する条例 

①茨木市下水道条例 

②茨木市公設浄化槽条例 

・改正内容 

①基本料金の見直し ４４０円 → ５００円 

②従量料金の見直し 

   １㎥以上１０㎥まで  ３６円 → ３７円 

  １１㎥以上２０㎥まで  ９５円 → ９８円 

   ２１㎥以上３０㎥まで １２１円 →１２６円 

                    ほか 

・施 行 日  平成２９年４月１日 
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議案第 63号 平成 27年度大阪府茨木市下水道等事業会計未処分利益剰余金の処分について 

○ 地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、未処分利益剰余金の処分について、議会

の議決を求める。 

 

・処分額     ３５１，５５６，３４０円 

・処分方法    減債積立金への積立て及び資本金への組入れ 

議案第 64号 平成 27年度大阪府茨木市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

○ 地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、未処分利益剰余金の処分について、議会

の議決を求める。 

 

・処分額     ６３８，７８６，４０３円 

 ・処分方法    資本金への組入れ 

 

 

 

 

議案第 65号 市道路線の認定について 

○ 新規路線整備に伴う路線認定 ２３路線 

 

・開発等により移管を受けたもの       ２０路線  

・認定依頼を受けたもの            ３路線 

議案第 66号 市道路線の変更について 

○ 新規路線整備に伴う既認定の起終点の変更  ８路線 

 

・開発等により移管を受けたもの（起終点変更） ８路線 
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議案第 67号 財産（土地）の処分について（彩都あかね２１番・２２番）    15頁参照 

○ 彩都中部地区の普通財産について企業等の誘致を図るため処分する。 
 

・処分の金額  １６５，３００，０００円 

・処分の相手方 茨木市東福井一丁目１２番１３号 

        ゴウダ株式会社 代表取締役 合
ごう

田
だ

 順
じゅん

一
いち

 

・処分財産   茨木市彩都あかね２１番（面積  544.09 ㎡） 

        茨木市彩都あかね２２番（面積 5,622.64 ㎡） 

        合計面積  6,166.73 ㎡ 

議案第 68号 財産（土地）の処分について（彩都あかね３番）         15頁参照 

○彩都中部地区の普通財産について企業等の誘致を図るため処分する。 
 

・処分の金額  １９７，０００，０００円 

・処分の相手方 茨木市東福井一丁目１２番１３号 

        ゴーテック株式会社 代表取締役 合
ごう

田
だ

 順
じゅん

一
いち

 

・処分財産   茨木市彩都あかね３番 面積 6,148.71 ㎡ 

認定第１号 平成 27年度大阪府茨木市一般会計決算認定について 

                                                                 (平成 26年度) 

 

 ・歳入決算額                ８５,９００,０１０,４４２円     (88,963,230,805円) 

 

 ・歳出決算額                ８４,５７５,０６６,８３４円     (87,801,652,918円) 

 

 ・歳入歳出差引額              １,３２４,９４３,６０８円      (1,161,577,887円) 

 

 ・翌年度へ繰越すべき財源         ４１２,４３８,２１６円        (306,182,506円) 

 

 ・実質収支                       ９１２,５０５,３９２円        (855,395,381円) 
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認定第２号 平成 27年度大阪府茨木市財産区特別会計決算認定について 

                                                                 (平成 26年度) 
 

 ・歳入決算額                  ５,３３３,７１１,３８０円      (5,422,024,315円) 

 

 ・歳出決算額                      ９２,２３２,６８９円         (92,579,708円) 

  

 ・歳入歳出差引額              ５,２４１,４７８,６９１円      (5,329,444,607円) 

 

認定第３号 平成 27年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計決算認定について 

                                                                 (平成 26年度) 
 

 ・歳入決算額                ３３,３９３,６２８,９９８円     (28,685,114,484円) 

 

 ・歳出決算額                ３３,２３７,５３２,１２６円   (28,539,238,165円) 

  

 ・歳入歳出差引額                １５６,０９６,８７２円        (145,876,319円) 

 

 

認定第４号 平成 27年度大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計決算認定について 

                                                                 (平成 26年度) 

 ・歳入決算額                  ３,４０８,５６０,７７１円      (3,305,517,996円) 
 

 ・歳出決算額                  ３,２８５,８３９,５５０円      (3,186,892,690円)   
 

 ・歳入歳出差引額                １２２,７２１,２２１円        (118,625,306円) 

 

 

認定第５号 平成 27年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計決算認定について 

                                                                 (平成 26年度) 
 

 ・歳入決算額                １５,８２１,４２４,８５７円     (15,247,485,127円) 
 

 ・歳出決算額                １５,５４９,６２９,０７９円     (15,105,205,969円) 
  

 ・歳入歳出差引額               ２７１,７９５,７７８円        (142,279,158円) 
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認定第６号 平成 27年度大阪府茨木市下水道等事業会計決算認定について 

（収益的収支） ※消費税及び地方消費税を除く  

 ・収入決算額              ６,９５９,６５０,６１１円 

 ・支出決算額              ６,１９８,１３４,４２４円 

 ・収入支出差引額             ７６１,５１６,１８７円 

 

（資本的収支） ※消費税及び地方消費税を含む 

 ・収入決算額         ２,３７６,４０９,１０２円 

 ・支出決算額          ４,５４４,５７３,０２６円 

 ・収入支出差引額      △２,１６８,１６３,９２４円 

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、引継金及び 

当年度分損益勘定留保資金並びに当年度利益剰余金処分額で補てん 

認定第７号 平成 27年度大阪府茨木市水道事業会計決算認定について 

（収益的収支） ※消費税及び地方消費税を除く                      （平成 26年度） 

 ・収入決算額                  ５,３４６,１３４,７２３円      (5,421,427,912円) 

 ・支出決算額                  ４,５９０,９０８,１７６円      (4,966,217,861円) 

 ・収入支出差引額                 ７５５,２２６,５４７円       (455,210,051円) 

 

（資本的収支） ※消費税及び地方消費税を含む 

 ・収入決算額              １００,６０７,５９７円      (1,048,844,016円) 

 ・支出決算額             １,８２５,６９２,４７０円      (2,532,022,189円) 

 ・収入支出差引額       △１,７２５,０８４,８７３円    (△1,483,178,173円) 

 

 ※ 資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 13,304,969円を除く。）が資本的支出額に 

   不足する額 1,738,389,842円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定 

   留保資金で補てん 
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報告第 17号 
平成 27年度大阪府茨木市一般会計及び特別会計決算に係る主要な施策の成果 

並びに健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

○ 地方自治法第２３３条第５項による主要な施策の成果並びに地方公共団体の財政の健全 

化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項による健全化判断比率及び資金不足比 

率に関する報告 

 

報告第 18号 平成 27年度下半期大阪府茨木市財政状況報告について 

○ 平成２８年３月３１日現在の財政状況の報告 

 

報告第 19号 
平成 27年度茨木市教育委員会事務管理執行状況の点検及び評価の報告に 

ついて 

○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく茨木市教育委員会事務管理執行状況の

点検及び評価の報告 

 

報告第 20号 放棄した債権の報告について 

○ 茨木市債権の管理に関する条例の規定に基づく報告 

・放棄した私債権等 １３９件 ５，２３２，６２６円 
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議案第　６０　号資料 市民文化部　市民課

斎場平面図（２階） 

斎場平面図（１階）【改修前】 

斎場平面図（１階）【改修後】 

第３告別式場 

第３告別式場 

第３親族控室 

第３親族 

控室 

第１法要室 

第２ 

法要室 
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議案第 ６２ 号資料 

 

 

                                                            

下水道等使用料の改定について 

 

１  改定の趣旨 

公共下水道事業は、施設の老朽化が進む中、下水道施設を健全に維持管理していく

ことが重要な課題であり、また、大規模な地震に備えた耐震対策も急務となっており

ます。よって、下水道サービスを安定的・永続的に提供していくため公営企業会計を

適用し、事業経営の安定に努めているところであり、その経営に要する経費は経営に

伴う収入(下水道使用料)をもって充てる独立採算制が原則とされており、茨木市水

道・下水道事業審議会からの答申を踏まえ、下水道使用料の改定を行うものです。 

また、公設浄化槽における使用料につきましても、同様の料金体系であることから

改定を行うものです。 

 

(1) 審議会答申（抜粋） 

  ４ 下水道使用料の方向性 

現在設定している下水道使用料については、汚水処理経費に比べて収入が下回っ

ており、財政計画期間の５年を考えると早期に料金改定して経費に見合う水準にす

べきと考える。(①) 

 汚水処理経費の内訳は需要家費、固定費、変動費とあるが、うち需要家費と固定

費は汚水量に関係なく発生する経費であり、基本使用料で賄うのが望ましい。(②) 

現状の基本使用料は 440円であるが、需要家費、固定費から算定した場合は 965円

となり、経費に見合う収入は得られていない。 

 従量料金は有収水量に応じて金額が決まり、使用水量が増加するほど使用料単価

が高くなる累進制を採用している。ただ近年の茨木市の状況として、使用水量の大

きな企業が撤退し、さらに現存する企業においても節水機器の整備により使用水量

が減少傾向にあり、総じて大口使用者による有収水量、使用料収入が大きく減少し

ている。企業の使用水量の変動は人口の変動以上に使用料収入へ影響を与えること

から、累進度を現状より下方に改定するのが将来的に水需要の変化を考えると収入

を安定させることになる。(③) 

以上のことより使用料改定の内訳としては、下水道使用料収入に占める基本使用

料収入割合を上げるとともに、従量料金については、将来の安定した経営のため単

価の見直しを図ること、あわせて使用料全体としては累進度の軽減につながるよう

検討されたい。ただし、料金改定にあたっては少子高齢化社会において社会的弱者、

独居老人が増える中、低水量の使用者に対して一定の配慮が必要である。 

  

※需要家費：使用料徴収関係経費等 

 固定費 ：施設の維持管理に必要な委託料、手数料、負担金等 

  変動費 ：施設の修繕費、光熱水費等 

  累進度 ：累進制（使用水量の増加に応じて単価が高くなる料金体系）を計るための指標 
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２ 使用料改定 

 

(1) 使用料改定率（答申①） (B)÷(A)×100＝6.2％ 

  経費に見合う水準にし、下水道事業の安定した経営を確保するために、５年間（平

成29年～33年度）の見通しに基づき必要な改定とする。 

  平成24年～28年度の使用料収入(税抜き)             （単位：千円） 

   

 

            

  使用料を改定しない場合の基準外繰入金の見通し        （単位：千円） 

 

 

   

 

 (2) 基本料金と従量料金改定の考え方 

  ① 基本料金は、下水道事業経営において経営時に発生する固定的な費用を安定し

て確保するという視点と、全ての利用者に一律に求めるものであることを考慮し

見直す。 

  ② 従量料金については、低水量使用者の負担増を極力小さくする。 

  ③ ①、②により調定件数の多い階層（20㎥まで約73％）への負担増を100円（税抜

き）以下になるよう設定する。 

    ④ 累進度は、下げる方向とする。 

   

(3) 改定内容 

   ・基本料金（答申②） 440円 → 500円 

   ・従量料金（答申③）           （税抜き） 

階層 

（㎥） 

現行単価 

A (円) 

改定後単価 

B (円) 

改定率 

B/A-1 

1～10 36 37 2.8％ 

11～20 95 98 3.2％ 

21～30 121 126 4.1％ 

31～40 137 144 5.1％ 

41～50 143 150 4.9％ 

51～100 180 189 5.0％ 

101～500 196 206 5.1％ 

501～ 213 225 5.6％ 

浴場 23 23 ―  

    累進度 2.66 → 2.59 

【累進度】最大水層単価÷１㎥当たりの最小単価 

※１㎥当たりの最小単価＝{（基本料＋最小単価×第１段水量）÷第１段水量} 

 

 

H24 H25 H26 H27 H28(見込) 5ヵ年平均(A) 

3,425,185 3,431,553 3,367,244 3,385,685 3,390,492 3,400,032 

H29 H30 H31 H32 H33 5ヵ年平均(B) 

439,809 325,252 215,763 66,109 0 209,387 
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（参考： 下水道使用料改定による負担の変化） 

                    【単位：円／月】(税抜き) 

1ケ月あたり

使用水量 
現行 改定後 差額 

調定件数

の分布 

10㎥ 800 870 70 32.8％ 

20㎥ 1,750 1,850 100 40.8％ 

30㎥ 2,960 3,110 150 18.5％ 

40㎥ 4,330 4,550 220 5.1％ 

50㎥ 5,760 6,050 290 1.4％ 

100㎥ 14,760 15,500 740 0.8％ 

500㎥ 93,160 97,900 4,740 0.5％ 

1000㎥ 199,660 210,400 10,740 0.1％ 
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　議案第　６７･６８　号参考資料 総務部　総務課

　2　詳細について

◎議案第67号 ◎議案第68号

●位置図

　１　彩都中部地区所在について

合　計 6,148.71㎡

面　積

彩都あかね３番 6,148.71㎡

5,622.64㎡

面　積

彩都あかね21番

彩都あかね22番

合　計

544.09㎡

6,166.73㎡

議案第68号 

彩都あかね３番所在地 

議案第67号 

彩都あかね21番及び22番所在地 
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